
仙台市マイスクール児童館実施要綱 

（平成 16 年 3 月 31 日健康福祉局長決裁） 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第

40 条に規定する児童厚生施設の業務を行う「マイスクール児童館」について必要な

事項等を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「マイスクール児童館」とは、仙台市立小学校の校舎内に

おいて、仙台市児童福祉施設条例（昭和 43 年仙台市条例第 17 号。以下「条例」と

いう。）に基づき本市が設置する児童館に準じた施設、人員等により、児童厚生施

設の業務を行う事業をいう。 

２ この要綱において「マイスクール事業」とは、マイスクールプラン 21 推進事業実

施要綱（平成 10 年 1 月 23 日教育長決裁）に基づき実施する事業をいう。 

（実施場所） 

第３条 マイスクール児童館の実施にあたっては、使用する教室の数、場所等につい

て、小学校及びマイスクール事業が実施されている小学校においてはマイスクール

事業と調整の上、実施する。 

２ マイスクール児童館の名称、実施する小学校及び位置は、別表のとおりとする。 

（事業等） 

第４条 マイスクール児童館は、児童厚生施設に係る関係法令並びに条例及び仙台市

児童福祉施設規則（昭和 43 年仙台市規則第 25 号。以下「規則」という。）等の規

定を尊重した事業運営を基本とする。 

２ マイスクール児童館の実施に当たっては、児童の利用促進や相互交流に努めると

ともに、おおむね次の各号に掲げる児童の区分により行事等を行うものとする。 

(1) 乳幼児（小学校就学の始期に達する前のものをいう。）を対象とするもの 

(2) 小学校に就学中の児童（小学校就学の年齢に達しているものを含む。）を対象

とするもの 

(3) 中学校及び高等学校に就学中の児童（満 18 歳未満の就学していない児童及び満

18 歳以上の就学中の者を含む。）を対象とするもの 

(4) その他、地域住民等を対象とした児童の健全育成に寄与するもの 

３ マイスクール児童館は、仙台市児童クラブ事業実施要綱（令和 7 年 3 月 27 日こど

も若者局長決裁）に従い、法第 6 条の 3 第 2 項に規定する放課後児童健全育成事業

を実施するものとする。 

（事業の実施日及び実施時間） 

第５条 マイスクール児童館は、規則第 4 条第 1 号に定める休所日等を除き、実施す

る。 

２ マイスクール児童館の実施時間は、規則第 3 条第 2 号に定める児童館等の利用時



間とする。 

３ 前 2 項の規定にかかわらず、市長は、実施日及び実施時間について、マイスクー

ル児童館を実施している小学校の学校行事、冬季下校時間等学校運営に係る事由に

より変更することができる。 

（職員） 

第６条 マイスクール児童館ごとに責任者及び仙台市児童福祉法の施行に関する条例

（平成 24 年仙台市条例第 62 号）第 7 条第 1 項で準用する児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）第 38 条第 2 項に規定する児童の遊

びを指導する者を 2 名以上置くほか、その他必要な職員を置くものとする。 

（事業の委託） 

第７条 マイスクール児童館は、適切な事業運営が確保できると認められる団体に委

託することができる。 

（実施細目） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、児童クラ

ブ事業推進課長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 16 年 4 月 1 日から実施する。 

２ マイスクール児童館事業実施要領（平成 10 年 5 月 18 日健康福祉局長決裁）は廃

止する。 

 

別表（第 3 条関係） 

名称 小学校の名称 位置 

仙台市桜ケ丘マイス
クール児童館 

仙台市立桜丘小学校 仙台市青葉区桜ケ丘 8 丁目 1 番 1 号 

仙台市沖野マイスク
ール児童館 

仙台市立沖野小学校 仙台市若林区沖野 3 丁目 20 番 1 号 

仙台市人来田マイス
クール児童館 

仙台市立人来田小学
校 

仙台市太白区人来田 1 丁目 1 番 1 号 

仙台市太白マイスク
ール児童館 

仙台市立太白小学校 仙台市太白区太白 1 丁目 5 番 1 号 

仙台市川平マイスク
ール児童館 

仙台市立川平小学校 仙台市青葉区川平 3 丁目 36 番 1 号 

仙台市立町マイスク
ール児童館 

仙台市立立町小学校 仙台市青葉区立町 8 番 1 号 

仙台市連坊小路マイ
スクール児童館 

仙台市立連坊小路小
学校 

仙台市若林区連坊 1 丁目 7 番 27 号 

仙台市荒巻マイスク
ール児童館 

仙台市立荒巻小学校 仙台市青葉区荒巻神明町 21 番 1 号 

仙台市広瀬マイスク
ール児童館 

仙台市立広瀬小学校 仙台市青葉区下愛子字二本松 40 番地 

仙台市鶴ケ谷東マイ
スクール児童館 

仙台市立鶴谷東小学
校 

仙台市宮城野区鶴ケ谷 6 丁目 2 番地 



仙台市東宮城野マイ
スクール児童館 

仙台市立東宮城野小
学校 

仙台市宮城野区東宮城野 5 番 1 号 

仙台市東二番丁マイ
スクール児童館 

仙台市立東二番丁小
学校 

仙台市青葉区一番町 2 丁目 1 番 4 号 

 

附 則（平成 18 年 3 月 22 日改正） 

この改正は、平成 18 年 4 月 1 日より実施する。 

附 則（平成 18 年 9 月 29 日改正） 

この改正は、平成 18 年 10 月 1 日から実施する。 

附 則（平成 19 年 3 月 27 日改正） 

この改正は、平成 19 年 4 月 1 日より実施する。 

附 則（平成 20 年 3 月 24 日改正） 

この改正は、平成 20 年 4 月 1 日より実施する。 

附 則（平成 21 年 3 月 31 日改正） 

この改正は、平成 21 年 4 月 1 日より実施する。 

（経過措置） 

別表中、広瀬マイスクール児童館の位置については、平成 21 年 6 月 30 日までの

間、仙台市青葉区愛子中央 3 丁目 26 番 5 号とする。 

附 則（平成 22 年 3 月 31 日改正） 

この改正は、平成 22 年 4 月 1 日より実施する。 

附 則（平成 24 年 4 月 1 日改正） 

この改正は、平成 24 年 4 月 1 日より実施する。 

 附 則（平成 25 年 3 月 29 日改正） 

 この改正は、平成 25 年 4 月 1 日より実施する。 

 附 則（平成 26 年 11 月 20 日改正） 

 この改正は、平成 26 年 12 月 1 日より実施する。 

  附 則（平成 27 年 4 月 1 日改正） 

 この改正は、平成 27 年 4 月 1 日より実施する。 

  附 則（平成 29 年 3 月 21 日改正） 

 この改正は、平成 29 年 4 月 1 日より実施する。 

附 則（平成 30 年 12 月 6 日改正） 

 この改正は、平成 31 年 4 月 1 日より実施する。 

附 則（令和 2 年 4 月 1 日改正） 

この改正は、令和 2 年 4 月 1 日から実施する。 

附 則（令和 7 年 3 月 27 日改正） 

この改正は、令和 7 年 4 月 1 日から実施する。 


